
坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業アセットマネジメント計画等策定 

業務委託契約特約条項 

 

（約款上の読替） 

第１条 坂戸、鶴ヶ島水道企業団標準委託契約約款第７条第２項中「現場責任者

は、業務の現場に常駐し、」とあるのを「現場責任者は、」と読み替えて適用す

るものとする。 


